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平成２２年６月２４日（木）

福島県入札制度等監視委員会

再 苦 情 調 査 部 会

再苦情調査結果報告書

１ 再苦情の対象となった事項

別紙１により福島県会津地方振興局長が申立者に対して通知した入札結果において、

申立者が落札者となれなかった理由

（申立者）

喜多方市熱塩加納町山田字道西４６－１

荒井建設株式会社 代表取締役 荒井直幸

２ 申立者からの落札者となれなかった理由についての説明の求め

別紙２のとおり

３ 上記２に対する福島県会津地方振興局長の回答

別紙３のとおり

４ 申立者からの再苦情申立て

別紙４のとおり

※ 申立事項において、低入札価格調査全件を含めた精査が求められているが、再苦情

申立ては、自らが落札者となれなかった理由を書面により説明を求めた案件に関して

申立てができる制度であることから、今回の調査審議は、あくまでも申立対象工事の

入札結果に関して行うことと決定した。

５ 調査年月日

平成２２年６月１７日（木）

６ 調査方法

申立者及び県側担当者からの意見聴取

７ 調査結果

(1) 結論

本件低入札価格調査及び本件低入札価格調査結果に基づく県の決定は妥当である。



- 2 -

(2) 理由

ア 本件低入札価格調査結果について

申立者は、本件低入札価格調査において、人員配置の記載もれやモルタル資材の

計上もれ等について自らが行った説明や追加提出した資料が認められず落札者と決

定されなかったことを不服としている。

しかしながら、人員配置の記載もれや工事の図面から本件工事に必要不可欠な資

材の計上もれがあったということから、申立者の入札価格の見積は本件工事の内容

を踏まえて適切に行われたものとは考えられない。

したがって、県が、申立者の入札価格では契約内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認め、落札者としないことと決定したことは妥当であると判断する。

イ 本件低入札価格調査について

申立者は、本件で提出した低入札価格調査資料の量及び入札結果通知までに要し

た期間について不服としている。

これらについて、まず、県による本件低入札価格調査資料の提出指示は、いずれ

も福島県低入札価格調査事務処理要領に基づき統一された内容で行われており、特

に問題となる点は認められない。

また、開札から入札結果通知まで約２か月間を要したことについては、平均的な

所要期間に比べれば長かったものと認められ、必要不可欠な資材の計上もれが明ら

かとなった時点で速やかに低入札価格調査を打切りとすることも可能であったとも

思われるが、むしろ、申立者の提出資料や説明内容に多くの不整合があったことか

ら県側も対応に苦慮したものと考えられる。さらに、この期間には年度末やゴール

デンウィークも含まれていたこと、同時期に複数の低入札価格調査案件を県が抱え

ていたことも考え合わせれば、本件の所要期間はやむを得なかったものと判断する。

なお、今後の対応をより良いものとする観点から、県は、必要な低入札価格調査

を十分に行いながらも、なるべく速やかに判断するよう努めるとともに、判断の理

由については相手方に明確に通知するよう努めることが期待される。
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